
福島県パートナーシップ制度と連携して利用できる・しやすくなる行政サービス

必要 不要 担当課 電話番号

白河市 1
住民票上の続柄
変更

住民票に記載される続柄に「縁故者」を選択できる。 〇 市民課 0248-28-5513

白河市 2
各種証明書の交
付

同一世帯の場合、委任状を用意せずに各種証明書
の交付ができる。（戸籍関係の証明は委任状が必要
となる。）

〇 市民課 0248-28-5513

白河市 3
市営住宅の入居
（申込）

同居する親族がいることが入居資格の要件の１つに
なっており、パートナーシップの届出をされた場合
は、親族とみなして入居を可能とする。

〇 建築住宅課 0248-28-5531

白河市 4
白河市移住者支
援就業促進事業
補助金

転入前後において、住民票上同一世帯と認められる
場合のみ、世帯要件での申請がで きる。

〇 商工課 0248-21-5919

白河市 5
り災証明書の申
請（火災以外）

自然災害により住家等に被害を受けた場合、住民票
上の同一世帯であれば、り災証明書の交付申請・受
領ができる。

〇 生活防災課 0248-28-5510

白河市 6
介護保険にかか
る各種申請（１）

要介護・要支援認定申請、介護保険被保険者証等
再交付申請書の申請ができる。

〇 高齢福祉課 0248-28-5518

白河市 7
介護保険にかか
る各種申請（２）

介護保険負担限度額認定申請の申請ができる。 〇 高齢福祉課 0248-28-5518

白河市 8
介護保険にかか
る各種申請（３）

高額介護サービス費支給申請書の申請ができる。 〇 高齢福祉課 0248-28-5518

白河市 9
はり、きゅう、マッ
サージ等施術費
助成事業

はり、きゅう、マッサージ等施術費助成事業の申請が
できる。

〇 高齢福祉課 0248-28-5519

白河市 10
車いす同乗軽自
動車貸出事業

車いす同乗軽自動車貸出事業の申請ができる。 〇 高齢福祉課 0248-28-5519

白河市 11
高齢者いきいき
応援事業

高齢者いきいき応援事業の申請ができる。 〇 高齢福祉課 0248-28-5519

白河市 12
あったかランチお
届けサービス

あったかランチお届けサービスの利用申し込みがで
きる。

〇 高齢福祉課 0248-28-5519

白河市 13
あったか訪問収
集事業

あったか訪問収集事業の利用申し込みができる。 〇 高齢福祉課 0248-28-5519

白河市 14
寝具乾燥サービ
ス事業

寝具乾燥サービス事業の申請ができる。 〇 高齢福祉課 0248-28-5519

白河市 15
高齢者あんしん
見守り事業

高齢者あんしん見守り事業の利用申し込みができ
る。

〇 高齢福祉課 0248-28-5519

白河市 16 お元気コール お元気コールの利用申し込みができる。 〇 高齢福祉課 0248-28-5519
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白河市 17
要介護高齢者介
護激励金支給事
業

要介護高齢者介護激励金支給事業の申請ができ
る。

〇 高齢福祉課 0248-28-5519

白河市 18
要介護高齢者巡
回理・美容交付
事業

要介護高齢者巡回理・美容交付事業の申請ができ
る。

〇 高齢福祉課 0248-28-5519

白河市 19
在宅高齢者介護
用品支給事業

在宅高齢者介護用品支給事業の申請ができる。 〇 高齢福祉課 0248-28-5519

白河市 20
高齢者にやさし
い住まいづくり助
成事業

高齢者にやさしい住まいづくり助成事業の利用申請
ができる。

〇 高齢福祉課 0248-28-5519

白河市 21
子育てに関する
相談・各種教室

子育て相談、各種子育て教室を利用できる。 〇 こども支援課 0248-28‐5523

白河市 22
母子健康手帳の
交付

配偶者等と同様に代理申請、受領ができる。 〇 こども支援課 0248-28‐5523

白河市 23 乳幼児健診
パートナーの子が乳幼児健診を受診する際には、保
護者として受診させることができる。

〇 こども支援課 0248-28‐5523

白河市 24
白河っ子すくすく
応援クーポン券
の交付

パートナーの子が交付の対象となる場合に、保護者
としてクーポン券を申請し受け取ることができる。

〇 こども支援課 0248-28-5521

白河市 25 DV相談 パートナーからの暴力の相談ができる。 〇 こども支援課 0248-28-5522

白河市 26
緊急時における
学校での引き渡
し

保護者として申請をすることができる。
※事前に学校へ相談

〇 学校教育課 0248-28-5541

白河市 27 就学援助の申請
同一世帯であれば申請することができる。
※算定にあたってはパートナーの所得が合算され
る。

〇 学校教育課 0248-28-5541


